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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
電
気
料
金
引
き
上
げ
傾
向
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

一
般
電
気
事
業
者
に
お
い
て
は
、
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
発
電
に
よ
る
電
気
の
供
給
を
、
火
力
発
電
所
に
お

け
る
発
電
で
代
替
し
て
い
る
た
め
、
火
力
発
電
に
係
る
燃
料
費
が
大
幅
に
増
加
し
、
収
支
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識

し
て
い
る
。
現
時
点
に
お
い
て
、
東
京
電
力
株
式
会
社
以
外
の
一
般
電
気
事
業
者
か
ら
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
七
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、

電
気
料
金
が
値
上
げ
さ
れ
た
場
合
に
、
我
が
国
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
「
日
本
経
済
二
千
十
一－

二
千
十
二
」
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
内
閣
府
政
策
統
括
官
室
（

経
済
財
政
分
析
担
当
）
）
に
お
け
る
試
算
に
よ
れ
ば
、
発
電
コ
ス
ト
の
上
昇
に
よ
り
電
気
事
業
に
お
け
る
生
産
性
が
十
パ
ー

セ
ン
ト
程
度
低
下
し
た
場
合
は
、
非
鉄
金
属
業
等
に
お
け
る
生
産
量
等
が
減
少
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
我
が
国
の
潜
在
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
〇
・
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
〇
・
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
電
力
コ
ス
ト
の
上
昇
を
極
力
回
避
す
る
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
電
気
事
業
制
度
改
革
に
つ
い
て
引
き
続

き
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
天
然
ガ
ス
の
供
給
源
の
多
様
化
へ
の
支
援
等
、
我
が
国
企
業
が
安
定
的
か
つ
低
廉
に
発
電
用

一



の
燃
料
を
供
給
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
、
一
般
電
気
事
業
者
か
ら
、
同
項
に
基
づ
く
電
気

料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
能
率
的
な

経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
基
づ
く
も
の
か
ど
う
か
等
の
観
点
か
ら
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
る
。 二


